
病院・介護施設等で感染者等が発生した場合のフロー

・速やかに管理者等に報告
・施設内で情報共有
・家族等への報告
・対外的な公表も検討

情報共有・報告

消毒等の実施

疫学調査への協力

消毒方法や感染拡大
防止に必要な助言
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個人防護具が不足
する場合に相談

（濃厚接触者の特定）

原則、個室管理
困難な場合は保健所等の助言

を受けて隔離を実施することが
望ましい

・病室・居室の換気を徹底。
・ケアを行う職員は、対象に応

じた適切な個人防護具を使用
・手指衛生の徹底
・特定の対象者には特定の看護

人が継続してケアを行うこと
が望ましい。

濃厚接触者等の症状出
現時の受診・検査等の
対応は保健所と相談の
上実施すること。

※ 施設全体の休業については定めがなく施設の判断による。
※ 職員の感染源への曝露リスクを低減させるため（濃厚接触
者となることを防ぐため），平時から標準予防策及び感染
経路別対策を徹底する。

※ 医療機関が外来患者の受入を休止する場合も，オンライ
ン診療による処方箋発行が可能。
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２週間待機待機なし
復帰可（施設の判断）

保健所が必要と判断した検
査は「行政検査」として実
施され、この場合の検査に
かかる費用は公費負担とな
るが、初診料など自己負担
発生の可能性がある。

感染者が発生

例：以下の接触
・PPE等なし
・15分以上
・１ｍ以内

（－）

検 査

保健所と検査対象者について相談
・原則、職員・入所者全員検査
・出張PCR検査チームの派遣も可能
（現在、制度を検討中）

【病院】転院調整が必要で
あれば県医療政策課に相談、
対応を検討

現場の状況に応じ感染制御支援チー
ム（クラスター対策班）を派遣

・患者（利用者）のカルテ（ケア記録）や面会者等の
情報等の取りまとめ

・病室（居室）や利用した共用スペースの消毒・清掃
（ﾍﾟｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ協会など専門業者への委託も可）

・消毒の実施主体は施設管理者（感染症法第27条）

この資料についてご不明な点は、
県疾病・感染症対策室 ☎022-211-2590 
までご連絡ください。
（仙台市内での発生案件を除く）

【介護施設等】応援職員派
遣制度あり（陽性患者発生
施設には県長寿社会政策課
から連絡が入る）

結果判明まで待機


